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(57)【要約】
【課題】曲面タッチパネルの製造方法にあって、大量生
産に適さない点、大型化に適さない点と複雑な曲面形状
に適さない点を解決する。
【解決手段】曲面形状のタッチ面を有する静電容量方式
のタッチパネルの製造方法であって、以下の工程からな
る。（イ）熱可塑性樹脂製の平板１１上に、導電性物質
とバインダからなる導電性インキを用いて複数の電極領
域１５を有する電極層を作成した描画平板１３を作成す
る。（ロ）描画平板１３を加温し軟化した描画平板を、
型２２を用いて成形して軟化曲面物２１を作成する。（
ハ）軟化曲面物を冷却又は放冷して曲面形状成形物であ
るタッチパネル１０とする。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　曲面形状のタッチ面を有する静電容量方式のタッチパネルにおいて、
　熱可塑性樹脂製の平板に、
　前記平板上に導電性物質とバインダからなる導電性インキを用いて複数の電極領域を有
する電極層を形成した描画平板を作成し、
　前記描画平板を加温し、軟化した前記描画平板を成形して軟化曲面物とし、
　前記軟化曲面物を冷却又は放冷して曲面形状成形物としたタッチパネル。
【請求項２】
　前記熱可塑性樹脂製の平板は光散乱性の樹脂からなることを特徴とする請求項１に記載
したタッチパネル。
【請求項３】
　導電性物質とバインダからなる前記導電性インキにおいて、導電性物質はカーボンナノ
チューブであることを特徴とする請求項１に記載したタッチパネル。
【請求項４】
　前記電極層は、複数の電極領域を有する第一電極層と複数の電極領域を有する第二電極
層を重ねて配置したものであって、第一電極層に含まれる一の電極領域は第二電極層に含
まれる２以上の電極領域と重畳していることを特徴とする請求項１に記載したタッチパネ
ル。
【請求項５】
　前記電極層における複数の電極領域は、前記複数の電極領域全面を覆う状態に形成され
た導電性インキの描画領域をフォトリソグラフィで分割して形成されたものであることを
特徴とする請求項１に記載したタッチパネル。
【請求項６】
　曲面形状のタッチ面を有する静電容量方式のタッチパネルの製造方法であって、以下の
工程からなるタッチパネルの製造方法。
イ　熱可塑性樹脂製の平板上に、導電性物質とバインダからなる導電性インキを用いて複
数の電極領域を有する電極層を作成した描画平板を作成する工程。
ロ　前記描画平板を加温し、軟化した前記描画平板を成形して軟化曲面物を作成する工程
。
ハ　前記軟化曲面物を冷却又は放冷して曲面形状成形物であるタッチパネルとする工程。
【請求項７】
　タッチパネル付表示装置において、
　画像投射装置、光路ミラー、請求項２にかかるタッチパネル、タッチパネル制御部、コ
ンピュータと画像記憶装置からなり、
　前記コンピュータは前記画像記憶装置に記憶された画像データを前記画像投射装置に送
付し、前記画像投射装置は投射画像を生成して前記光路ミラーに投射し、前記光路ミラー
は入射した投射画像を反射して前記タッチパネルに出射し、前記タッチパネルに前記投射
画像を表示し、
　前記タッチパネルの電極領域は前記タッチパネル制御部と電気的に接続され、前記タッ
チパネル制御部は前記電極領域の静電容量変化を監視し、変化が生じるとこれを検知し、
前記コンピュータにタッチ信号を送信し、前記コンピュータは前記タッチ信号を受信して
予め定められた処理を行うタッチパネル付表示装置。
【請求項８】
　さらにネットワークに接続されたＬＡＮ装置を有し、ＬＡＮ装置はネットワークからの
信号を受けこれを前記コンピュータに送付し、前記コンピュータが前記信号を実行する請
求項７に記載したタッチパネル付表示装置。
【請求項９】
　前記タッチパネルの取付け部分に荷重センサを有し、かつ、荷重センサ制御部を有し、
前記荷重センサは前記荷重センサ制御部と電気的に接続され、前記荷重センサ制御部は前
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記荷重センサの荷重変化を監視し、変化が生じるとこれを検知し、前記コンピュータに荷
重変化検知信号を送信し、前記コンピュータは前記荷重変化検知信号を受信して予め定め
られた処理を行う請求項７に記載したタッチパネル付表示装置。
【請求項１０】
　さらにオーディオアンプと前記タッチパネルを振動板とするスピーカを有し、前記スピ
ーカの振動発生源は前記タッチパネルと機械的に接続されていて、前記オーディオアンプ
の出力を前記振動発生源に入力して音を奏でる請求項７に記載したタッチパネル付表示装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、曲面形状のタッチ面を持つ静電容量方式のタッチパネルに関し、より詳しく
はその電極構成に特徴を有するタッチパネルに関する。また、本発明は当該タッチパネル
の製造方法と当該タッチパネルを組み込んだタッチパネル付表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、曲面状のタッチ面を有し背面に光散乱層が設けられている静電容量方式のタッチ
パネルが知られている（例えば、特許文献１参照）。従来のタッチパネルにあって、タッ
チの有無を検出する電極は、ＩＴＯ（Indium Tin Oxide）、ＩＺＯ（Indium Zinc Oxide
）、ＳｎＯ２（Tin Oxide）などの特定金属酸化物で形成される透明な導電性膜からなる
。この導電性膜はスパッタリングなどの真空めっきにより成膜される。
【０００３】
　また、タッチパネルは、通常、タッチ位置を検出するものであり、タッチ面に形成され
る電極は複数となり、複数の電極を精度よく形成することが必要となる。
【０００４】
　しかし、曲面基板上に特定金属酸化膜を形成してなる曲面タッチパネルは、真空めっき
が必要となることから、その材質はソーダガラス、ホウケイ酸ガラス、耐熱性ガラスなど
真空めっき処理に耐え得る材料に限定される欠点がある。
【０００５】
　また、従来の曲面状タッチパネルの製造方法は真空めっきを行うから、大量生産に適さ
ず、また、タッチパネルを大型化すると製造が困難になる。さらに、タッチパネルが複雑
な曲面形状になると、複数の電極を精度良く形成することが困難になる欠点がある。
【０００６】
　さらに、曲面タッチパネルを有する表示装置は、タッチパネルの材質がガラスに限定さ
れ、タッチパネルが不測の衝撃に弱いから、表示装置の用途が限られる。そして、製造コ
ストが上がり、大型化に適さず、また、複雑な曲面形状にできない欠点がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００７－２７９８１９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　曲面タッチパネルにかかる本発明が解決すべき課題は、その材質の選択可能な範囲が狭
い点である。また、曲面タッチパネルの製造方法にかかる本発明が解決すべき課題は、大
量生産に適さない点、大型化に適さない点と複雑な曲面形状に適さない点である。さらに
、曲面タッチパネル付表示装置にかかる本発明が解決すべき点は、タッチパネルが不測の
衝撃に弱いから、表示装置の用途が限られる点である。
【０００９】
　本発明のその他の課題は、本発明の説明により明らかになる。
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【課題を解決するための手段】
【００１０】
　以下に課題を解決するための手段を述べる。
【００１１】
　本発明の一の態様にかかるタッチパネルは、
　曲面形状のタッチ面を有する静電容量方式のタッチパネルにおいて、
　熱可塑性樹脂製の平板に、
　前記平板上に導電性物質とバインダからなる導電性インキを用いて複数の電極領域を有
する電極層を形成した描画平板を作成し、
　前記描画平板を加温し、軟化した前記描画平板を成形して軟化曲面物とし、
　前記軟化曲面物を冷却又は放冷して曲面形状成形物とした。
【００１２】
　本発明にかかるタッチパネルは、以下のような好ましい態様で実施することができる。
(1) 前記熱可塑性樹脂製の平板を光散乱性の樹脂とする。
(2) 導電性物質とバインダからなる前記導電性インキにおいて、導電性物質はカーボンナ
ノチューブとする。
(3) 前記電極層は、複数の電極領域を有する第一電極層と複数の電極領域を有する第二電
極層を重ねて配置したものであって、第一電極層に含まれる一の電極領域は第二電極層に
含まれる２以上の電極領域と重畳している。
(4) 前記電極層における複数の電極領域は、前記複数の電極領域全面を覆う状態に形成さ
れた導電性インキの描画領域をフォトリソグラフィーで分割して形成されたものである。
【００１３】
　本発明の他の態様にかかるタッチパネルの製造方法は、曲面形状のタッチ面を有する静
電容量方式のタッチパネルの製造方法であって、以下の工程からなる。
イ　熱可塑性樹脂製の平板上に、導電性物質とバインダからなる導電性インキを用いて複
数の電極領域を有する電極層を作成した描画平板を作成する工程。
ロ　前記描画平板を加温し、軟化した前記描画平板を成形して軟化曲面物を作成する工程
。
ハ　前記軟化曲面物を冷却又は放冷して曲面形状成形物であるタッチパネルとする工程。
【００１４】
　本発明のその他の態様にかかるタッチパネル付表示装置は、タッチパネル付表示装置に
おいて、
　画像投射装置、光路ミラー、本発明にかかるタッチパネル、タッチパネル制御部、コン
ピュータと画像記憶装置からなり、
　前記コンピュータは前記画像記憶装置に記憶された画像データを前記画像投射装置に送
付し、前記画像投射装置は投射画像を生成して前記光路ミラーに投射し、前記光路ミラー
は入射した投射画像を反射して前記タッチパネルに出射し、前記タッチパネルに前記投射
画像を表示し、
　前記タッチパネルの電極領域は前記タッチパネル制御部と電気的に接続され、前記タッ
チパネル制御部は前記電極領域の静電容量変化を監視し、変化が生じるとこれを検知し、
前記コンピュータにタッチ信号を送信し、前記コンピュータは前記タッチ信号を受信して
予め定められた処理を行うものである。
【００１５】
　本発明にかかるタッチパネル付表示装置は、以下のような好ましい態様で実施すること
ができる。
(1) さらにネットワークに接続されたＬＡＮ装置を有し、ＬＡＮ装置はネットワークから
の信号を受けこれを前記コンピュータに送付し、前記コンピュータが前記信号を実行する
ものであってもよい。
(2) 前記タッチパネルの取付け部分に荷重センサを有し、かつ、荷重センサ制御部を有し
、前記荷重センサは前記荷重センサ制御部と電気的に接続され、前記荷重センサ制御部は
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前記荷重センサの荷重変化を監視し、変化が生じるとこれを検知し、前記コンピュータに
荷重変化検知信号を送信し、前記コンピュータは前記荷重変化検知信号を受信して予め定
められた処理を行うものであってもよい。
(3) さらにオーディオアンプと前記タッチパネルを振動板とするスピーカを有し、前記ス
ピーカの振動発生源は前記タッチパネルと機械的に接続されていて、前記オーディオアン
プの出力を前記振動発生源に入力して音を奏でるものであってもよい。
【００１６】
　以上説明した本発明、本発明の好ましい実施態様、これらに含まれる構成要素は可能な
限り組み合わせて実施することができる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明の曲面タッチパネルは、その他の特徴と共に、熱可塑性樹脂製の平板に、導電性
インキを用いて複数の電極領域を作成し、これを加温して軟化し成形して作成されるので
、選択可能な材料が多くなるという利点がある。
【００１８】
　本発明の曲面タッチパネルの製造方法は、その他の特徴とともに、熱可塑性樹脂製の平
板上に電極層を作成する工程、前記描画平板を加温し、軟化した前記描画平板を成形する
工程などからなるので、大量生産に適し、大型の製品にそのまま適用でき、また、複雑な
曲面形状であっても容易に生産できる利点がある。
【００１９】
　本発明の曲面タッチパネル付表示装置は、その他の特徴とともに、タッチパネルが熱可
塑性樹脂製だから、不測の衝撃に強くなり、表示装置の用途が広がる利点がある。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】図１はタッチパネル付表示装置の説明図である。
【図２】図２はタッチパネルの製造方法の説明図であり、図２（ａ）は平板の平面図、図
２（ｂ）は描画平板の平面図、図２（ｃ）は軟化曲面物の加工過程説明図、図２（ｄ）は
タッチパネルの斜視図である。
【図３】図３は、格子分割検知領域を有するタッチパネル（第二のタッチパネル）の電極
パターン説明図であり、第二のタッチパネルを上から見た状態で図示している。
【図４】図４は第二のタッチパネルの断面説明図である。
【図５】図５は第二のタッチパネルの製造工程説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、図面を参照して本発明の実施例にかかるタッチパネル、タッチパネルの製造方法
とタッチパネル付表示装置をさらに説明する。本明細書において参照する各図は、本発明
の理解を容易にするため、一部の構成要素を誇張して表すなど模式的に表しているものが
ある。このため、構成要素間の寸法や比率などは実物と異なっている場合がある。また、
本発明の実施例に記載した部材や部分の寸法、材質、形状、その相対位置などは、とくに
特定的な記載のない限りは、この発明の範囲をそれらのみに限定する趣旨のものではなく
、単なる説明例にすぎない。また、符号である数字は部品などを集合的に示す場合があり
、個別の部品などを示す場合に当該数字のあとにアルファベットの添字を付けているもの
がある。
【００２２】
　タッチパネル付表示装置１は、画像投射装置５１、光路ミラー５２、タッチパネル１０
を含む。画像記憶装置を兼ねるＡＶメモリ５６は、画像データと音データを記憶している
。画像データはＡＶ制御部５７により選択的にＡＶメモリ５６から引き出され、画像投射
装置５１に送信される。画像データは動画データ、静止画データのいずれでもよく、これ
らが混在していてもよい。
【００２３】
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　画像投射装置５１は画像データを画像に変換して投射する装置であり、例えば、透過型
の液晶パネルを含むものであったり、反射型の液晶パネルやＤＭＤ（Digital Micromirro
r Device）を含むものであったりしてもよい。
【００２４】
　ＡＶ制御部５７はオーディオアンプも兼ねている。ＡＶ制御部５７はまた、ＡＶメモリ
５６に記憶された音響や音声の音データを音に変換して、音信号を増幅する。増幅された
音信号はスピーカ５８ａ、５８ｂに入力され、スピーカ５８ａ、５８ｂにより音が再生さ
れる。
【００２５】
　光路ミラー５２は画像投射装置５１から投射された画像を反射してタッチパネル１０に
向けて出射する。光路ミラー５２を備えたのでタッチパネル付表示装置１が内部の直線状
光路を確保する必要から長軸方向に長大になることを避けることができる。特に、タッチ
パネル１０の寸法が大きくなるとタッチパネル１０の背面側の寸法を節約する必要性が大
きくなる。
【００２６】
　また、光路ミラー５２を凸面鏡にすれば、タッチパネル１０に表示される画像の歪を小
さくすることができる。タッチパネル１０の寸法が大きくなると、この歪減少の効果もま
た大きくなる。
【００２７】
　タッチパネル１０は、熱可塑性樹脂製の平板に導電性インキ層からなる複数の電極領域
を描画し、これを加温軟化した状態で曲面に成形し、冷却又は放冷して曲面形状成形物と
したものである。
【００２８】
　図２はタッチパネル１０の製造方法の説明図である。
【００２９】
　図２（ａ）を参照して、まず、平板１１を準備する。平板１１は熱可塑性樹脂からでき
ていて、加熱により軟化し、冷却により固化する。室温では固化状態である。熱可塑性樹
脂は、例えば、アクリル系樹脂、フッ素系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、ポリエステル
系樹脂、ポリスチレン系樹脂、アクリロニトリル－ブタジエン－スチレン系樹脂、ポリプ
ロピレン系樹脂、ポリアクリロニトリル系樹脂、ポリアミド系樹脂、ウレタン系樹脂、ビ
ニルエステル系樹脂などが挙げられる。
【００３０】
　平板１１の厚さは特に制限はなく、出来上り製品であるタッチパネルの寸法、使用する
樹脂の性質等を考慮して定めればよい。
【００３１】
　平板１１の上に導電性インキを用いて電極領域を描画する。導電性インキは、バインダ
中に導電性微粒子を混入したインキである。導電性微粒子として、例えば、カーボンナノ
チューブ、銀ナノ繊維、銅ナノ繊維、導電性樹脂高分子であるＰＥＤＯＴ（ポリエチレン
ジオキシチオフェン）等が挙げられる。これらの中でカーボンナノチューブを用いれば、
導電性インキが一層安価となり、タッチパネルがより一層安価となる。
【００３２】
　導電性微粒子は、粒状又は繊維状である。繊維状導電性微粒子の大きさは短軸の長さが
通常１ｎｍ～１００ｎｍ、好ましくは５ｎｍ～５０ｎｍであり、長軸の長さが通常１０ｎ
ｍ～1ｍｍ、好ましくは５０ｎｍ～５００μｍである。粒状導電性微粒子の大きさは、粒
子の平均直径が通常１ｎｍ～１００ｎｍ、好ましくは５ｎｍ～５０ｎｍである。
【００３３】
　バインダは、アクリル系樹脂、塩化ビニル系樹脂、塩化ビニル－酢酸ビニル共重合系樹
脂、ＥＶＡ系樹脂、ウレタン系樹脂、ポリアセテート系樹脂、塩素化ポリプロピレン系樹
脂、ポリエステル系樹脂などが挙げられる。
【００３４】
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　導電性インキ中の導電性微粒子とバインダの混合割合は、バインダ１００重量部に対し
て導電粒子が通常１～１００重量部、好ましくは２～９５重量部である。描画の結果得ら
れる導電性インキ層の膜厚は通常１ｎｍ～１００μｍ、好ましくは２ｎｍ～５０μｍであ
る。導電性インキ層の面抵抗の値は通常１～２０００Ω/□、好ましくは５～１０００Ω/
□である。また、導電性インキ層の可視光透過率は通常１～１００％、好ましくは１０～
１００％である。
【００３５】
　平板１１の上に導電性インキを使って複数の電極領域を描画する。描画はグラビア印刷
やスクリーン印刷により、電極領域を作成してもよい。
【００３６】
　また描画はフォトリソグラフィーにより行ってもよい。用いるレジストはポジ型、ネガ
型どちらでもよい。フォトリソグラフィーの手順の一例は以下の通りである。
(1) 複数の電極領域全面を覆うレジストをコーター又は吹き付けにより塗布する
(2) レジスト上に連続した導電性インキ層を形成する。導電性インキ層はベタ塗りしても
よく、例えば微細な格子模様であってもよい。ベタ塗りはコーターや吹き付けにより行う
ことができ、微細な格子模様はグラビア印刷やスクリーン印刷などの印刷法で行うことが
できる。
(3) 意図する電極領域の形状になるように紫外線やレーザー光等でレジストを露光する。
(4) 溶剤などでレジストを除去すると同時に、当該レジスト部分上の導電性インキ層をリ
フトオフする。
【００３７】
　フォトリソグラフィーを採用すれば、電極領域などをより一層精密に形成できる。
【００３８】
　図２（ｂ）は描画平板１３の平面図である。描画平板１３の片面上に、電極領域１５ａ
、１５ｂ、１５ｃが作成されている。各々の電極領域から個々にリード線１８ａ、１８ｂ
、１８ｃが延設されている。本実施例はフォトリソグラフィーを用いて電極領域を描画し
た例である。電極領域１５ａ、１５ｂ、１５ｃの輪郭線がリフトオフによる切断線１７で
ある。切断線１７は非導通部である。
【００３９】
　電極領域１５の間に導電性インキ層領域が存置されている。当該導電性インキ層領域は
参照電極領域１６である。例えば、電極領域１５ａと電極領域１５ｂの間に参照電極領域
１６ｇがある。また、例えば、電極領域１５ｂと電極領域１５ｃの間に参照電極領域１６
ｈがある。
【００４０】
　描画平板１３上の電極領域１５、参照電極領域１６、リード線１８は後の曲面成形工程
による変形やズレ等を見込んでデザインされる。
【００４１】
　次に、描画平板１３を加温して、軟化させる。そして軟化状態を保持しつつ型を使って
曲面形状に成形する。成形は、圧空成形、真空成形、熱プレス成形で行えばよく、好まし
くは圧空成形、真空成形である。
【００４２】
　図２（ｃ）は圧空成形を示す一例である。型２２上で、矢印で示すように型２２に向か
う力が加わり、描画平板が変形して、軟化曲面物２１ができる。
【００４３】
　曲面成形の過程で電極層に引張り、圧縮等のひずみや変形が生じるがＩＴＯ等特定金属
酸化物膜と異なり、導電性インキの層はこれらひずみ等に追随し、電極領域内等で導電性
が維持される。
【００４４】
　軟化曲面物２１を放冷して不要な外周部分を切り落として曲面形状成形物であるタッチ
パネル１０を得る。本実施例ではタッチパネル１０は半球形状であり、円形底面の半径は
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１５０ｍｍ、又底面から頂上部分までの距離２００ｍｍである。なお、アクリル板である
平板の厚さは１．０ｍｍである。
【００４５】
　タッチパネル１０は光散乱性を有していてもよく、有していなくてもよい。タッチパネ
ル１０が投射像のスクリーンとなる場合は光散乱性を有していると好都合である。光散乱
性の一例は、素材が乳白色のアクリル樹脂から出来た平板１１を用いて作成したタッチパ
ネルである。
【００４６】
　もっともタッチパネルとは別に投射像のスクリーンを設けたタッチパネル装置に組み込
む場合、タッチパネルの裏側面に液晶ディスプレイを配置したタッチパネル装置に組み込
む場合等には、タッチパネルに光散乱性は不要である。
【００４７】
　またタッチパネル１０は無色であってもよく、有色であってもよい。
【００４８】
　再度図１を参照してタッチパネル付表示装置１を説明する。
【００４９】
　タッチパネル１０は乳白色の熱可塑性樹脂材料からなる平板より作成した曲面形状成形
物である。すなわちタッチパネル１０は光散乱性の樹脂から成る。画像投射装置５１から
投射された画像光はタッチパネル１０で散乱され、観察者はタッチパネル上の画像を視認
する。
【００５０】
　タッチパネルに備えた電極領域のリード線１８は、タッチパネル制御部５４と結線され
ている。タッチパネル制御部５４は静電容量方式のタッチ検出を実現する装置部分である
。タッチパネル制御部５４は発振回路、判定回路、信号発信回路を備えている。発振回路
は電極領域の静電容量の値に応じて発振周波数が変化する。判定回路は発振周波数の変化
の有無を判定する。信号発信回路は、判定回路が発振周波数の変化を検知した場合にコン
ピュータ５３にタッチ信号を送出する。電極領域の静電容量の値は、参照電極領域の静電
容量の値と比較演算して算出されている。
【００５１】
　タッチパネル１０が人の指等と遊離状態にある時、電極領域の静電容量の値が一定であ
り、発振回路は一定発振周波数で発振している。タッチパネル１０の電極領域に人の指が
近接あるいは接触すれば電極領域の静電容量が変化しこれにより発振周波数が変化する。
判定回路が当該変化を検知する。そして、信号発信回路がタッチ信号をコンピュータ５３
に送出すれば、コンピュータ５３はタッチ信号を受信して、予め定められているタスクを
実行する。予め定められたタスクの一例は、投影画像の切り替え、拡大・縮小、音声の切
り替え、音の大小、タッチパネル付表示装置１のオン・オフ等である。
【００５２】
　コンピュータ５３は以上述べた個々の装置、部品の制御を行うと共にタッチパネル付表
示装置１全体の制御等を荷う。
【００５３】
　タッチパネル付表示装置１はＬＡＮ制御部５５を備えてもよい。ＬＡＮ制御部５５はＬ
ＡＮに接続されている。ＬＡＮ制御部５５は、ＡＶメモリ５６中の画像データやオーディ
オデータの取り込み、入れ替え、コンピュータ５３のプログラムの変更、リモートメンテ
ナンス、インターネット放送の再生等を担うことができる。
【００５４】
　タッチパネル付表示装置１は、タッチパネル１０の取付け部分６１に荷重センサを有し
、またコンピュータ５３に接続された荷重センサ制御部を備えていてもよい。荷重センサ
は荷重センサ制御部と電気的に接続される。荷重センサは複数有することが好ましい。な
ぜなら、単一の荷重センサはタッチパネル１０への指接触による荷重変化に反応し、タッ
チと押し込みが同時に判定される結果となるからである。
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【００５５】
　荷重センサはタッチパネル１０の押し込みによる荷重変化を受けて、信号量が変化し、
当該信号量変化が荷重センサ制御部で判定されて、コンピュータ５３に荷重変化検知信号
が送信される。荷重変化検知信号は複数の荷重センサの信号量変化を演算して発せられる
ことが好ましく、例えばタッチパネル１０が上下左右方向のいずれかに押し込まれたこと
を判定する。これによりタッチパネル１０をジョイスティック類似の入力装置とすること
が可能となる。
【００５６】
　コンピュータ５３は荷重変化検知信号を受けて、予め定められたタスクを実行する。
【００５７】
　タッチパネル１０は、また、スピーカの振動板の役割を担うことができる。本発明によ
れば寸法の大きい曲面タッチパネルが製造されるから、スピーカの振動板が大寸法となる
ことにより、大音量と良好音質を実現可能であり、本発明にかかるタッチパネルの好適な
利用分野となる。
【００５８】
　当該スピーカの振動発生源として、
(1) 永久磁石とボイスコイル
(2) ピエゾ素子
を例示することができる。
【００５９】
　すなわち、タッチパネル付表示装置１は永久磁石とボイスコイルを有してもよい。ボイ
スコイルは永久磁石に近接して配置される。好ましくは円筒形の永久磁石の筒内にボイス
コイルが配置される。ＡＶ制御部５７中のオーディオアンプの出力がボイスコイルに入力
される。ボイスコイルはタッチパネル１０と機械的に接続される。このようにしてタッチ
パネル１０はスピーカの振動板として作用する。
【００６０】
　また、スピーカの振動発生源としてピエゾ素子を使用する場合は、ピエゾ素子はタッチ
パネル１０と機械的に接続される。そして、ＡＶ制御部５７中のオーディオアンプの出力
がピエゾ素子に入力される。前記と同様に、タッチパネル１０はスピーカの振動板として
作用する。
【００６１】
　以上説明したタッチパネル１０は、単一の電極層を有し、半球形状の経線方向に沿う分
割円形状の電極領域を有するものであった。本発明において使用する経線・緯線は、半球
状タッチパネル１０の頂点を極とし、タッチパネル付表示装置１への取付け部分６１を赤
道とした場合に定まる経線・緯線を意味している。タッチパネル１０をタッチパネル入力
装置に組み込んだ場合は、当該個別の電極領域毎に、接触の有無が検知される。
【００６２】
　本発明にかかるタッチパネルは複数の電極層を有し、格子状に分割された個別検知領域
が実現されるものであってもよい。格子状に分割の一例は、半球形状タッチパネルの経線
方向と緯線方向に分割するものである。
【００６３】
　図３は、格子分割検知領域を有するタッチパネル（第二のタッチパネル）の電極パター
ン説明図であり、第二のタッチパネル１１０を上から見た状態で図示している。
【００６４】
　図４は両面に電極層を形成した格子分割検知領域を有するタッチパネル（第二のタッチ
パネル）の断面説明図であり、図５は第二のタッチパネルの製造工程説明図である。
【００６５】
　図３（ａ）は第一電極層１４における電極領域１５のパターンであり、図３（ｂ）は第
二電極層１１４における電極領域１１５のパターンである。第一電極層１４における電極
領域のパターンはタッチパネル１０における電極層のパターンと同一である。個々の電極
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領域１５は経線方向に伸びている。電極領域１５ａ、１５ｂ、１５ｃ、リード線１８ａ、
１８ｂ、１８ｃと参照電極領域１６ａ、１６ｂ、１６ｃはタッチパネル１０における符号
と同一符号を付している。
【００６６】
　第二電極層１１４における電極領域のパターンは、電極領域１１５ａ、１１５ｂ、１１
５ｃが同心円状に配置され、個々の電極領域１１５ａ、１１５ｂ、１１５ｃからリード線
１１８ａ、１１８ｂ、１１８ｃが半球の底面側に延設されている。導電性インキ層は切断
線１１７で切断されている。個々の電極領域１１５ａ、１１５ｂ、１１５ｃの間に参照電
極領域１１６ａ、１１６ｂ、１１６ｃが存在する。第二電極層１１４にあって、電極領域
は半球形状の緯線方向に伸びている。
【００６７】
　図４を参照して、第一電極層１４と第二電極層１１４を重ねるには、平板１１の裏面に
第一電極層１４を形成し、表面に第二電極層１１４を形成して、第二のタッチパネル１１
０とすればよい。
【００６８】
　図５を参照して第二のタッチパネル１１０の製造方法を概説する。第二のタッチパネル
１１０の製造方法はタッチパネル１０の製造方法とほぼ同様であり、ここでは主として相
違点のみを説明する。
【００６９】
　まず、平板１１の裏面と表面に塗布などにより導電性インキ層２３、１２３を形成する
（図５（ａ））。
【００７０】
　次に、裏面の導電性インキ層２３を第一電極層１４のパターンに調整する。表面の導電
性インキ層１２３を第二電極層１１４のパターンに調整し、描画平板を作成する（図５（
ｂ））。
【００７１】
　続いて、描画平板を加温し、成形して、冷却又は放冷する（図５（ｃ））。
【００７２】
　最後に、タッチ面となる第二電極層１１４に重ねて保護膜１９を形成する。保護膜は、
例えば、紫外線硬化性樹脂などの光硬化性樹脂、電子線硬化性樹脂などの放射線硬化性樹
脂などに代表される紫外線や電子線等で硬化する活性エネルギー線硬化性樹脂、熱硬化性
かつ活性エネルギー線硬化性の樹脂等である。
【００７３】
　以上、格子分割検知領域を有するタッチパネルの一例として、基材の両面に第一電極層
と第二電極層をつけた第二のタッチパネルを説明した。同様なタッチパネルは、一の基材
の片面に第一電極層を形成したものと、別の基材の片面に第二電極層を形成したものを個
別に作成し、貼り合わせて作成してもよい。
【符号の説明】
【００７４】
　１　　タッチパネル付表示装置
　１０　　タッチパネル
　１１　　平板
　１３　　描画平板
　１４　　第一電極層
　１５　　電極領域　（経線方向）
　１６　　参照電極領域　（経線方向）
　１７　　切断線（非導通部）
　１８　　リード線
　１９　　保護層
　２１　　軟化曲面物
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　２２　　型
　５１　　画像投射装置
　５２　　光路ミラー
　５３　　コンピュータ
　５４　　タッチパネル制御部
　５５　　ＬＡＮ装置
　５６　　画像記憶装置を兼ねるＡＶメモリ
　５７　　オーディオアンプを兼ねるＡＶ制御部
　５８　　スピーカ
　６１　　取付け部分
　１１０　　第二のタッチパネル（格子分割検知領域を有するタッチパネル）
　１１４　　第二電極層
　１１５　　電極領域　（緯線方向）
　１１６　　参照電極領域　（緯線方向）
　１１７　　切断線（非導通部）
　１１８　　リード線

【図１】 【図２】
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【図４】

【図５】
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